
見積合わせ参加説明書 

大船渡地区環境衛生組合では、不用となった塵芥収集車を次のとおり売払います。 

 

１．売払い物件 

物件 車両番号 登録年月日 走行距離 最低売却価格 

１ 
塵芥収集車（岩手88す90-17）

いすゞ 
平成９年６月30日 268,064Km 有 

注1．収集作業にて現在も運用中であるため、２月19日時点の走行距離となっています。 

 

２．物件の確認について 

物件の確認は、次の期間に行うことができます。なお、公道での試乗は出来ませんが、

装備等の動作確認は可能です。（希望する場合は、大船渡地区環境衛生組合へ事前に連絡

して下さい。） 

（1）期間：令和６年２月26日(月)午前９時から令和６年３月12日(火)午後５時まで 

（2）場所：大船渡地区環境衛生組合（岩手県大船渡市猪川町字藤沢口54-1） 

 

３．参加要件 

この物件の見積合わせに参加できる者は、次の各号をすべて満たしている個人又は法人

とします。 

（1）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号及び第２項各号に該当しない者。 

（2）個人又は法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律７７号）第２条第２項に規定する暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団

員に該当していない者。 

（3）個人の場合は住所地の市区町村税等に滞納がない者、法人の場合は所在地市区町村税

等に滞納がない者。 

 

４．見積書の提出に関する事項 

（1）見積書提出期間 

令和６年２月26日(月)午前９時から令和６年３月12日(火)午後５時まで 

（2）提出先 

〒022-0004 岩手県大船渡市猪川町字藤沢口54-1 

大船渡地区環境衛生組合事務局総務係（TEL・FAX：0192-26-4739） 

（3）提出書類（提出された書類は返却しないものとします。） 

  次の書類を（1）の期日までに、持参又は郵送により提出して下さい。 

 

注 1 



提出書類 法人 個人 

見積合わせ参加 

申込書 

様式１を使用してください。 左に同じ。 

誓約書 様式２を使用してください。 左に同じ。 

見積書 様式３を使用してください。 左に同じ。 

身分証明書 登記事項証明書の写し 

（最新のもの） 

運転免許証の写しまたは本人の

住所氏名等を確認できるもの

（顔写真があるもの） 

滞納がないことを

証する証明書 

所在地市区町村税に滞納のな

い旨の証明書（最新のもの） 

住所地市区町村税に滞納のない旨の

証明書 ※非課税の場合はその証明書

（いずれも最新のもの） 

※留意事項 

見積金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額を記載して下さい。 

 

５．落札者の決定方法 

（1）受付した見積書の開札は、令和６年３月13日（水）に大船渡地区環境衛生組合で行

います。【開札立会いは不要】 

（2）有効な見積書のうち、最低売却価格以上で最も高い価格を提出した者を落札者とし

ます。 

（3）最も高い価格での見積書が複数あった場合は、抽選（くじ）により決定させていた

だきます。この場合、後日日程を調整しご連絡いたします。なお、抽選を辞退する

ことはできません。 

 

６．見積合わせの無効 

次に掲げる見積合わせをした場合は、無効となります。 

（1）見積合わせ参加に必要な資格がない者がした見積合わせ 

（2）同一者が同一物件に対し２通以上した見積合わせ 

（3）見積金額を訂正した見積合わせ 

（4）前各号に掲げるもののほか、見積合わせに関する条件に違反した見積合わせ 

 

７．契約の締結及び代金の納入 

（1）契約は、落札日から７日以内に締結することとなります。 

（2）契約金額は、見積書に記載された金額に消費税及び地方消費税を加算した金額となり

ます。 

（3）代金の納入は、契約締結後、大船渡地区環境衛生組合が発行する納入通知書により速

やかに納入していただきます。 



（4）契約保証金として、契約金額の100 分の５ に相当する金額を納入していただきます。

ただし、大船渡地区環境衛生組合財務規則が準用する大船渡市財務規則第131条９号に

該当するときは、契約保証金の納付を免除することがあります。 

 

８．物件の引渡し等 

（1）名義変更等に必要なすべての手続きは落札者の負担と責任で行うものとします。 

なお、変更手続きの完了を確認するため、関係書類の写しを提出して下さい。 

（2）物件の引渡しは、現保管場所での現状引渡しとし、引渡し後の不調や故障についての

補償は一切行わないものとします。 

また、引渡し後に生じる一切の経費についても落札者が負担するものとします。 

（3）落札者は、契約締結の日から30日以内に物件を搬出して下さい。 

（4）物件に表示してある「大船渡地区環境衛生組合」等の表示は、引渡し後落札者で抹消

（塗りつぶし若しくは塗装はがし）を行い、抹消したことを写真等により報告してい

ただきます。 

 

９．問合せ先 

〒022-0004 岩手県大船渡市猪川町字藤沢口54-1 

大船渡地区環境衛生組合事務局総務係（TEL・FAX：0192-26-4739） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


